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■再編等に関する実施計画

令和８年３月

施設棟番号

施設分類 大分類 中分類 小分類

施設名称

所在地

延床面積（㎡） 建築年度 平成８ 経過年度 ２９

計画期間

Ｄ－５ 所管部署 教育部 スポーツ推進課 スポーツ推進係

スポーツ・レクリエーション施設  スポーツ施設

市民プール

あきる野市原小宮３５３ 敷地面積(㎡) １４，６８８．２２

１，４５３．８９ 構造 その他

令和８（２０２６）年度～令和１７（２０３５）年度

①事業の概要

設置根拠：あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例
設置目的：体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、市民の健康で文化的な
生活の向上に寄与するため。
サービスの概要：体育施設及びこれに附属する設備の提供。体育施設における体育、スポー
ツ及びレクリエーションの指導及び普及事業の実施など。

②事業の現状

・利用者の対象年齢としては、子どもから高齢者まで幅広い年代が利用しており、平成２７
年度から令和元年度までの１年間の平均利用者数は約４１，０００人となっている。（令和
２年度はコロナウイルス感染症の影響を受け、利用制限により臨時休館や時間短縮を行って
いたことにより、利用者数は約１３，０００人まで減少している。）
・新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、令和６年度実績では３７，３６５人ま
で回復するなど、安定した利用者数を維持しており、市民のスポーツ活動の拠点施設として
重要な役割を担っている。

③将来的な事
業のあり方
（方向性）

・当該施設については、屋外プールは廃止の方向であり、屋内プールのみの貸出しとなって
いる。
・市民プールについては、市民の利用に加えて、学校の水泳事業の受皿としての利用の可能
性を考慮しながら、在り方を検討していく必要がある。

④事業の課題

・建物、設備等の老朽化が著しく、鉄骨の腐食や雨漏り、設備の劣化が見受けられ、施設の
利用に当たっての安全管理も課題となっている。
・躯体の腐食があることから計画上の大規模改修が困難なため、屋外プールの跡地の活用を
含め、学校の水泳授業の受皿としての活用なども踏まえ、今後の施設の再編を検討する必要
がある。
・指定管理者の負担も大きく、安全安心で快適なサービスの提供を継続的に実施していくた
めにも、市としても改修を行い施設を維持していく必要がある。
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⑩計画実行に当
たっての留意事
項

⑪計画実行後の
課題

建替え 又は

長寿命化改修

【方向性】 （同時に行う対応）
集約化・多機能化・一部廃止 （廃止）

【再編方針】 【修繕・改修】

想定実施年度 想定対策内容 想定実施年度 想定対策内容

令和８年度以降
・屋内プール施設を集約化する
位置の検討

令和８年度以降
・未定
（再編等の方向性に沿った具体的手
法による）

・市内の屋内プール施設を集約化・多機能化（１拠
点化又は２拠点化）
【屋内プール施設の集約化・多機能化する位置の候
補】
・現市民プール敷地、現秋川体育館敷地、現五日市
ファインプラザ敷地、新事業用地
・市民プールの建物は、集約化・多機能化の状況に
より、廃止（取壊し）する場合がある。

－

・集約化・多機能化の状況により、廃止（取壊し）
する場合は、現施設の跡地の取扱いを検討する必要
がある。

－

⑤個別施設計画
における施設の
再編等の方向性
（令和３年６月
時点）

再編等の方向性 多機能化・一部廃止、集約化

保全の方向性及
び実施時期の目
安

大規模改修 令和８ 令和３８ 長寿命化後の建替え 令和５８
(参考)建替え時

築年数
８０

利用対象 市民一般 ・市外者も利用可能である。

需要傾向 利用需要上昇傾向 ・利用者数は、コロナ禍以降上昇傾向にある。　

規模適正度 時間帯により余剰スペースあり
・夏季は小学生の利用が多くプールが混雑するも、通常
時は余剰あり。

多目的利用検討可能 〇

複合化・集約化によるサービス
水準の向上が期待される 〇

設置目的と異なる使用状況あり ×

単独機能での建物利用が望ましい ×

賃貸借物件での運営も可能（市有物件で
の運営は必須ではない） 〇

投票所機能 ×

避難所機能 ×

敷地所有 市有地

都市計画法規制 市街化調整区域

利用圏域 広域（複数自治体） ・市外者も利用することから利用圏域は広域になってい
る。

広域化可能性 検討可能 ・市外者の利用もあることから近隣自治体との共同設置
や共同運営は期待できる。

機能重複度

利用圏域に同種・類似施設があ
る（民間施設）

〇

・民間及び五日市ファインプラザに温水プールがある。
利用者は、コロナ禍以降上昇傾向にある。

利用圏域に同種・類似施設があ
る（国・都・市施設）

〇

利用圏域に同種・類似施設はな
い

×

⑦施策との関連
性

関連施策 　第２次あきる野市スポーツ推進計画　基本目標５　スポーツに親しめる場の提供

説明

　誰もが気軽にスポーツや運動に親しむことができる環境づくりに向けて、既存施設等の整備・充実を図第
２次あきる野市スポーツ推進計画でも掲げており、あきる野市公共施設等個別施設計画に基づき計画的に施
設の管理・改修が必要な施設である。当該施設のサービスの提供により、成人の週１回以上のスポーツ実施
率向上という基本目標にも位置づけられている。

・教育委員会の検証結果では、学校プールについて
は、「妥当性が見いだせる学校（小学校）について
は、外部施設を利用」としていることから、屋内
プール施設の再編等の方向性は、１拠点又は２拠点
に「集約化・多機能化・一部廃止」（屋内プール施
設を集約化・多機能化し、屋外プール施設を廃止す
る）とする。

・市民プールの維持・管理機能に必要な修繕・改修を実
施する。

⑨計画実行のス
ケジュール

⑥再編モデル案
検討のための施
設特性整理

備考

建物活用

・現在、屋内プールのみを営業している。建物や設備の
老朽化が著しく、躯体の劣化も進行している状況であ
る。学校プールについても、公共施設の活用について試
行利用を行い、今後の在り方について議論を進めてお
り、現段階における検証結果が出されたことから、これ
を踏まえ、再編等を検討していく必要がある。

⑧再編等の方向
性及び修繕・改
修等の考え方
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■再編等に関する実施計画

令和８年３月

施設棟番号

施設分類 大分類 中分類 小分類

施設名称

所在地

延床面積（㎡） 建築年度 平成２ 経過年度 ３５

計画期間

Ｄ－８ 所管部署 教育部 スポーツ推進課 スポーツ推進係

スポーツ・レクリエーション施設  スポーツ施設

五日市ファインプラザ

あきる野市伊奈８５９－３ 敷地面積(㎡) ６，５４５．５７

５，４７７．７７ 構造 ＲＣ造

令和８（２０２６）年度～令和１７（２０３５）年度

①事業の概要

設置根拠：あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例
設置目的：体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、市民の健康で文化的な
生活の向上に寄与するため。
サービスの概要：体育施設及びこれに附属する設備の提供。体育施設における体育、スポー
ツ及びレクリエーションの指導及び普及事業の実施など。

②事業の現状

・利用者の対象年齢としては、子どもから高齢者まで幅広い年代が利用しており、平成２７
年度から令和元年度までの１年間の平均利用者数は約１８７,０００人となっている。（令和
２年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、利用制限により臨時休館や時間短縮を
行っていたことにより、利用者数は約６７,０００人まで減少している。）
・新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、令和６年度実績では１６３，５５８人
まで回復するなど、安定した利用者数を維持しており、市民のスポーツ活動の拠点施設とし
て重要な役割を担っている。

③将来的な事
業のあり方
（方向性）

・当該施設については、最寄りの駅から近いことからも市外利用者も多い。施設としては、
体育室、武道場、プール、トレーニング室及び研修室の貸出しを行っている。五日市ファイ
ンプラザについては、設備が充実しプール及びトレーニング室利用の個人利用者の利用率が
高い。
・五日市ファインプラザ同様に屋内プールを備えている施設としては、現在、市民プールが
あり、学校の水泳事業の受皿としての利用の可能性を考慮しながら、在り方を検討していく
必要がある。

④事業の課題

・建物や設備の老朽化が著しく、設備機器の故障が頻繁に発生しているため、個別施設計画
で示されている大規模改修が令和１２（２０３０）年度とあるが、改修時期の前倒しを検討
する必要がある。
・指定管理者の負担も大きく、安全安心で快適なサービスの提供を継続的に実施していくた
めにも、市としても早期に改修を行い施設を維持していく必要がある。
・学校のプール授業の受皿としての利用も踏まえた、施設の在り方を検討していく必要があ
る。
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⑩計画実行に当
たっての留意事
項

⑪計画実行後の
課題

建替え 又は

長寿命化改修

【方向性】 （同時に行う対応）
集約化・多機能化 ー
【再編方針】 【修繕・改修】

想定実施年度 想定対策内容 想定実施年度 想定対策内容

令和８年度以降
・屋内プール施設を集約化する
位置の検討

令和８年度以降
・未定
（再編等の方向性に沿った具体的手法
による）

・市内の屋内プール施設を集約化・多機能化（１拠点
化又は２拠点化）
・避難所機能等の維持に配慮
【屋内スポーツ施設の集約化の位置の候補】
・現秋川体育館敷地、現五日市ファインプラザ敷地、
新事業用地
【屋内プール施設の集約化・多機能化する位置の候
補】
・現市民プール敷地、現秋川体育館敷地、現五日市
ファインプラザ敷地、新事業用地
・五日市ファインプザの建物は、集約化・多機能化の
状況により、廃止（取壊し）する場合がある。
・増戸連絡所・会議室などの機能の取扱いは、別途検
討
・「広域連携による維持管理（費用負担）」について
は、別途検討

－

・集約化・多機能化の状況により、廃止（取壊し）
する場合は、現施設の跡地の取扱いを検討する必要
がある。

－

⑤個別施設計画
における施設の
再編等の方向性
（令和３年６月
時点）

再編等の方向性 多機能化、集約化・多機能化・規模縮小

保全の方向性及び
実施時期の目安 大規模改修 令和１２ 令和３３ 長寿命化後の建替え 令和５３

(参考)建替え時
築年数 ８０

利用対象 市民一般 ・市外者も利用可能である。

需要傾向 利用需要上昇傾向 ・利用者数は、コロナ禍以降年々上昇傾向にある。

規模適正度 時間帯により余剰スペースあり ・休日の利用については余剰スペースがない。

多目的利用検討可能 〇

複合化・集約化によるサービス
水準の向上が期待される

〇

設置目的と異なる使用状況あり 〇

単独機能での建物利用が望ましい ×

賃貸借物件での運営も可能（市有物件での
運営は必須ではない） 〇

投票所機能 〇

避難所機能 〇

敷地所有 市有地

都市計画法規制 市街化区域 ・用途地域：第１種低層住居専用地域

利用圏域 広域（複数自治体） ・市民以外に八王子市、日の出町、檜原村からの利用も多
い。

広域化可能性 検討中 ・市外者の利用も多く、広域化利用も検討可能

機能重複度

利用圏域に同種・類似施設があ
る（民間施設）

〇
・民間施設でも同様なトレーニング施設があり、また市内
にも秋川体育館や市民プールといった同種・類似施設があ
るが、個人利用者、利用団体も多く、秋川地区と五日市地
区にそれぞれ施設の必要性があるため、当施設の需要はあ
る。

利用圏域に同種・類似施設があ
る（国・都・市施設）

〇

利用圏域に同種・類似施設はな
い ×

⑦施策との関連
性

関連施策 　第２次あきる野市スポーツ推進計画　基本目標５「スポーツに親しめる場の提供」

説明

　誰もが気軽にスポーツや運動に親しむことができる環境づくりに向けて、既存施設等の整備・充実を図第２
次あきる野市スポーツ推進計画でも掲げており、あきる野市公共施設等個別施設計画に基づき計画的に施設の
管理・改修が必要な施設である。当該施設のサービスの提供により、成人の週１回以上のスポーツ実施率向上
という基本目標にも位置付けられている。

・五日市ファインプラザの屋内スポーツ施設（体育館等）
は、秋川体育館と「集約化」し、１拠点にする方針として
いる。
・屋内プール施設については、教育委員会の検証結果で
は、学校プールについては、「妥当性が見いだせる学校
（小学校）については、外部施設を利用」としていること
から、屋内プール施設の再編等の方向性は、１拠点又は２
拠点に「集約化・多機能化」（屋内プール施設を集約化・
多機能化する）とする。
　これらから、五日市ファインプラザの再編等の方向性
は、「集約化・多機能化」とする。

・五日市ファインプラザの維持・管理機能に必要な修
繕・改修を実施する。

⑨計画実行のス
ケジュール

⑥再編モデル案
検討のための施
設特性整理

備考

建物活用
・当施設については、避難所としての利用や選挙会場とし
ての利用など、多目的な利用が行われている現状であり、
複合的な活用が必要である。

⑧再編等の方向
性及び修繕・改
修等の考え方
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